
第１９回あっぷるオーナー募集のご案内(2４年春～秋) 
 

“元気に育てて、楽し実”収穫しよう！       

   

毎年たくさんの方々にオーナー契約を頂き誠に有難うございます。  

 

 

今年もあっぷるオーナーの募集を始めましたので、ご案内申し上げます。園ではりんごの剪

定が終わり、芽も幾分かふくらみはじめました。芽吹きは今年はもう少し後になりそうです。 

たくさんのご応募をお待ちしております。 

 

昨年、りんごが少なかったので、今回は雪ん子りんごの販売はお休みです。 

 

 

１ あっぷるオーナーの申し込み方法 

 

同封の返信用はがきでご予約を受付致します。 

また間違いを少なくする為に、ご面倒でも返信はがきは必ずご投函下さい。 

 

○１口１本で複数の申し込みは出来ません。 

○代金はお振り込み、または摘花作業にご来園時、お支払い下さい。 

○継続の受付期間は５月１０日までです。 

  

新規オーナーの希望者が多い為、期間内に返信はがきでご応募の無い場合、新規のお客様

に割り当てさせて頂きます。 

 

２ 契約の品種と契約金額について 

契約 ２号園 ３号園 

 

○品種、本数、金額 

2号園 ふじ  100本 契約金額 ～20,000円まで 通常保証量 ～40ｋｇ 

3号園 ふじ   30本 契約金額 ～16,000円まで 通常保証量 ～32ｋｇ 

※ 契約金額は最高額で樹の大きさや花芽の状態により、減額します。 

※ 保証品種は変わる場合も有ります。 

※ 契約金額の中には摘花（果）、収穫作業は含まれていません。 

※ 1号園、新世界は継続のみ（金額は据え置き） 

 

３ 最低収穫量と保証について 

特別の理由なく収穫量が通常保証量より少ない場合は、その量を保証し、不足分は補充し

ます。保証量は契約金額と同額分のりんごです。 

 



園全体に及ぶ台風、ひょう、強風等の自然災害による減収の場合は、収穫保証量の５割相

当まで補充致します。品種は変わる場合があります。また補充の収穫も出来ない場合には

来年度に保証分の5割の金額を引き継ぐ事とします。 

 

また、生育途中でも著しい野生動物の食害や樹の病気などで、収穫が困難になった場合

は園からご連絡し樹の変更や保証を行います。 

 

４ 樹の選定方法 

契約樹は前年度のままになっています。変更希望の方は返信用はがきで、お申し出いただ

ければ、希望金額ごとに空いている樹をご案内します。 ご希望に添えない場合がありま

すので ご了承ください。 

 

５ 作業について 

オーナーの方には生育段階での２回の作業（摘花作業、収穫作業）を行います。各作業と

も人数等によっても違いますが、簡単な作業ですが 樹が大きいと時間がかかります。 

作業に必要な用具は必ず、個人で用意して頂きます。（摘果はさみ、軍手など） 

摘花、収穫各作業とも作業時期前に、はがきでご連絡致します。 

 

りんごの生育段階で行う摘花作業が、出来ない場合は実費にて、お受けします。 摘果作

業は契約金額の３割額、収穫作業は2割額とさせて頂きます。またりんごの送料・箱は別途

になります。 

 

６ ご契約内容について 

(ア) 契約期間は契約から、5月の摘果その年の収穫作業の終了までのです。 

(イ) オーナーの都合により途中解約する場合は収穫時期に、契約内容分のりんごをお送り致

します。 

(ウ) 収穫後、品質・サービス内容などの為の解約・返品は受け付け出来ません。 

(エ) 各作業での事故・ケガなどはすべて自己責任によるものとします。 

(オ) お申し込みはこの内容をご了解したものとします。  

 

 

 

【お問い合わせ 保ちゃんりんご園】 

〒３７９－１４１１  群馬県利根郡みなかみ町新巻９０９－６２ 

果樹園 ０２７８－６４－１６３７   夜間 ０２７８－６２－１２５９ 

FAX  ０２７８－６４－２３０４ 


